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平
成
27
年
度
予
算

問　

本
県
の
10
月
１
日
時
点
の
人
口

推
計
値
は
、
前
年
同
月
比
で
48
年

ぶ
り
に
減
少
と
な
り
、
本
県
に
お
い
て

も
人
口
減
少
社
会
の
到
来
が
現
実
味

を
帯
び
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
後

は
、
県
民
の
皆
さ
ん
が
不
安
を
感
じ
る

こ
と
の
な
い
、
あ
る
べ
き
滋
賀
の
将
来

の
姿
を
見
据
え
て
の
取
組
が
重
要
と

な
り
ま
す
。

　
滋
賀
県
行
政
経
営
方
針
（
原
案
）
の

中
の
経
営
理
念
に
は
「
攻
め
」
の
視
点
、

「
見
え
る
」
の
視
点
、「
前
向
き
」
の
視

点
と
い
う
３
つ
の
視
点
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
３
つ
の
視
点
を
ど
の
よ
う
に
新
年

度
予
算
編
成
に
活
か
そ
う
と
し
て
い
る

の
か
伺
い
ま
す
。

答　
「
攻
め
」
の
視
点
で
は
、
限
ら
れ

た
財
源
を
、
県
民
生
活
や
滋
賀
の

将
来
に
と
っ
て
必
要
な
事
業
に
投
資
す

る
こ
と
を
、「
見
え
る
」
の
視
点
で
は
、

新
年
度
の
県
政
の
方
向
性
等
に
つ
い
て
、

県
民
の
皆
さ
ん
と
の
共
有
を
図
る
こ
と

を
、「
前
向
き
」
の
視
点
で
は
、
県
政

の
諸
課
題
に
果
敢
に
立
ち
向
か
う
と
い

う
気
概
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ

と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

引
き
続
き
、「
選
択
と
集
中
」
を
図

り
な
が
ら
、「
攻
め
」「
見
え
る
」「
前

向
き
」
の
視
点
で
、
新
た
な
基
本
構
想

の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
節
目
の
予
算
を

し
っ
か
り
作
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

医
療
福
祉

問　

国
に
お
い
て
は
、
２
０
２
５
年

を
見
据
え
、
い
わ
ゆ
る
地
域
医
療

介
護
総
合
確
保
推
進
法
を
制
定
し
、
医

療
・
介
護
制
度
改
革
を
進
め
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
制
度
改
革
の
中
で
、
都
道
府

県
は
２
０
２
５
年
の
地
域
の
医
療
需
要

を
推
計
し
、
目
指
す
医
療
提
供
体
制
を

描
く
地
域
医
療
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
す
る

こ
と
と
さ
れ
、
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め

の
新
た
な
財
政
支
援
制
度
と
し
て
地
域

医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
が
創
設
さ
れ

ま
し
た
。

　
こ
の
新
た
な
財
政
支
援
制
度
を
活
用

し
て
、
本
県
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
目
指

し
て
い
く
の
か
伺
い
ま
す
。

答　

今
回
設
置
す
る
基
金
を
最
大
限

活
用
し
、
病
床
の
機
能
分
化
と
連

携
を
進
め
る
と
と
も
に
、
在
宅
医
療
・

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

ま
た
、
医
療
従
事
者
の
確
保
・
養
成
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
地

域
に
お
け
る
医
療
・
介
護
提
供
体
制
の

基
盤
強
化
や
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
構
築
を
図
り
、
誰
も
が
で
き
る
だ
け

長
く
健
康
を
保
ち
、
最
期
ま
で
充
実
し

た
人
生
を
送
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題

問　

知
事
は
、
卒
原
発
を
推
進
す
る

と
い
う
立
場
を
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

原
子
力
発
電
の
是
非
に
つ
い
て
は
、

国
民
の
関
心
事
と
し
て
大
変
幅
広
い
議

論
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

国
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
を
左
右
し
、

国
民
の
生
活
に
直
結
す
る
原
子
力
発
電

の
是
非
に
は
、
途
方
も
な
い
課
題
が
山

積
し
て
い
ま
す
が
、
知
事
は
、
卒
原
発

の
プ
ロ
セ
ス
を
ど
う
進
め
て
い
か
れ
る

の
か
伺
い
ま
す
。

答　

一
日
も
早
く
原
発
に
依
存
し
な

い
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
を
実

現
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
認
識
し
て
お
り
、
基
本
構
想
に
そ
の

考
え
を
盛
り
込
ん
だ
上
、
新
年
度
に
向

け
て
組
織
体
制
を
整
備
し
、「
新
し
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
社
会
に
向
け
た
道
筋
」
に

つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

併
せ
て
、
国
に
対
し
て
も
、
将
来
を

見
据
え
た
安
全
で
安
心
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

供
給
体
制
の
確
立
や
廃
炉
の
検
討
な
ど
、

国
民
的
議
論
を
喚
起
し
な
が
ら
、
国
全

体
で
「
原
発
に
依
存
し
な
い
新
し
い
エ

ネ
ル
ギ
ー
社
会
の
実
現
に
向
け
た
道

筋
」
を
作
っ
て
い
く
こ
と
を
、
強
く
求

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

道
路
政
策

問　

近
江
大
橋
無
料
開
放
後
の
平
成

25
年
度
末
の
道
路
公
社
の
財
務
状

況
を
見
る
と
、
建
設
費
３
７
２
億
円
に

対
す
る
留
保
金
額
が
４
１
５
億
円
と
差

引
き
資
金
残
高
が
43
億
円
ま
で
増
加
し

て
お
り
、
包
括
外
部
監
査
に
お
い
て
も
、

琵
琶
湖
大
橋
有
料
道
路
に
つ
い
て
、「
現

状
の
ま
ま
で
公
社
が
道
路
利
用
者
か
ら

料
金
徴
収
を
続
け
る
意
義
は
乏
し
い
と

考
え
る
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
道
路
公
社
の
将
来
像
に
関
す
る
議
論

を
進
め
る
た
め
に
は
、
琵
琶
湖
大
橋
有

料
道
路
の
在
り
方
に
つ
い
て
早
急
に
結

論
を
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
県
と

し
て
い
つ
ま
で
に
方
針
を
打
ち
出
す
の

か
伺
い
ま
す
。

答　
現
在
、「
琵
琶
湖
大
橋
有
料
道
路

の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
に

お
い
て
議
論
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
、

第
１
回
の
会
合
で
は
県
民
意
見
の
反
映

方
法
な
ど
に
つ
い
て
、
第
２
回
で
は
琵

琶
湖
大
橋
有
料
道
路
管
理
区
間
の
課
題

の
抽
出
な
ど
に
つ
い
て
、
第
３
回
で
は

課
題
の
確
認
と
利
用
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
の
分
析
・
評
価
に
つ
い
て
議
論
さ
れ

ま
し
た
。

　

１
月
に
予
定
し
て
い
る
第
４
回
で
は

確
認
さ
れ
た
課
題
へ
の
対
応
方
針
に
つ

い
て
、
第
５
回
で
は
全
体
の
取
り
ま
と

め
を
予
定
し
て
お
り
、
県
と
し
て
は
、

琵
琶
湖
大
橋
の
今
後
の
在
り
方
に
つ
い

て
、
年
度
内
を
目
途
に
方
針
を
出
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

治
水
対
策

問　

平
成
25
年
台
風
18
号
で
は
、
初

め
て
大
雨
特
別
警
報
が
発
表
さ
れ
、

本
県
で
も
河
川
の
堤
防
決
壊
や
土
砂
災

害
で
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
瀬
田
川
洗

堰
の
全
閉
操
作
な
ど
に
よ
る
農
地
被
害

も
出
ま
し
た
。

　
洪
水
の
被
害
に
あ
っ
た
現
場
か
ら
は
、

山
林
や
上
流
か
ら
の
流
木
被
害
が
指
摘

さ
れ
、
森
林
整
備
の
必
要
性
や
耕
作
放

棄
水
田
の
増
加
が
問
題
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
対
策
を
ど

の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
伺
い
ま
す
。

答　

森
林
に
係
る
対
策
と
し
て
は
、

間
伐
等
の
森
林
整
備
を
推
進
す
る

こ
と
で
そ
の
適
正
な
保
全
お
よ
び
整
備

を
図
り
、
水
源
涵
養
や
土
砂
流
出
防
止

な
ど
森
林
の
多
面
的
機
能
の
向
上
に
努

め
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
山
腹
崩
壊
等
の
お
そ
れ
の
あ

る
箇
所
に
つ
い
て
は
治
山
事
業
を
積
極

11
月
定
例
会
議
に
お
け
る

質
疑
・
質
問
か
ら

1111
月
定
例
会
議
に
お
け
る

月
定
例
会
議
に
お
け
る

質
疑
・
質
問
か
ら

質
疑
・
質
問
か
ら

　滋賀県議会は、11月定例会議を11月27日から12月24日までの28日間の
日程で開きました。
　11月定例会議では、「滋賀県歯および口腔

くう

の健康づくりの推進に関する条例
案」をはじめとする議員提出議案８件と、「平成26年度滋賀県一般会計補正予算
（第２号）」をはじめとする知事提出議案29件が上程されました。これらを審議し
た結果、意見書案１件を否決したほかは、いずれも原案のとおり可決しました。
　また、９月定例会議において継続審議とされていた「平成25年度滋賀県一
般会計および各特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて」ほか４
件を可決または認定しました。
　各委員会では、付託された各議案、請願その他所管事項について審査およ

び調査を行いました。

●滋賀県歯および口腔
くう

の健康づくりの推進に関する条例案を可決
　体育振興・健康づくり対策特別委員会において検討を進めてきた滋賀県歯
および口腔

くう
の健康づくりの推進に関する条例案が提出され、全会一致で可決

しました。
　この条例は、歯および口腔

くう

の健康づくりに関する施策の基本となる事項を
定めることにより、歯および口腔

くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計
画的に推進し、もって県民が人としての尊厳を保持しながら健康寿命の延伸
を図り、生涯にわたり心身ともに健康で質の高い生活を営むことができる社
会の実現に寄与することを目的とするものです。
　条例の概要については、裏面に記載しています。

11 月 定 例 会 議 の概 要

琵琶湖上から見た琵琶湖大橋
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※１「農地中間管理事業」… 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき県に設置された「農地中間管理機構」が、農用地等を貸したい方から農用地等を借受け、農
用地等の有効利用や農業経営の効率化を図る担い手へ貸付け、担い手への農地の集積・集約化を推進する事業用語解説

滋賀県議会では、県民の皆さんに議会活動への理解を一層深めていただくため、分かりやすい広報紙づくりに努めています。御意見など下記までお寄せください。
あて先　〒520-8577　大津市京町4－1－1　滋賀県議会事務局　政策調査課　TEL 077-528-4094　FAX 077-528-4940　Ｅメール　gikai@pref.shiga.lg.jp

  この広報紙は502,500部作成し、県内に新聞折込で配布しています。経費（印刷、折込、職員の人件費）は1部当たり約6円です。

滋賀県歯および口腔
くう

の健康づくりの推進に関する条例の概要について

議 会 か ら の お 知 ら せ
●所属会派の異動
　次のとおり、所属会派に異動がありました。
　【チームしが 県議団】（設立・10月31日付け）
　　中沢　啓子、谷　　康彦、大井　　豊、西川　勝彦、山田　　実、今江　政彦、江畑弥八郎、
　　柴田智恵美、九里　　学、成田　政隆、大橋　通伸、山本　　正（民主党・県民ネットワークから）
　　 沢田　享子、清水　鉄次、井阪　尚司、冨波　義明、駒井　千代（対話の会・しがねっとから）
　【無所属】（11月19日付け）
　　蔦田　恵子（みんなの党滋賀から）

11 月定例会議で審議した意見書
議案番号 件　　　　　名 結 果

意見書第25号 専ら被保険者の利益のための年金積立金の安全かつ確実
な運用に関する意見書 否 決

意見書第26号 農林漁業に係る軽油引取税の課税免除措置の継続を求め
る意見書 可 決

意見書第27号 「女性が輝く社会」の実現に関する意見書 可 決

意見書第28号 山村振興法の延長および同法に基づく施策の拡充を求め
る意見書 可 決

意見書第29号 農業協同組合の自己改革に関する意見書 可 決
意見書第30号 米価下落等への対応を求める意見書 可 決
意見書第31号 地域の中小企業振興を図る支援策を求める意見書 可 決

11 月定例会議で審議した主な議案
議案番号 件　　　　　名 結 果
（議員提出）
会第8号 滋賀県歯および口腔

くう
の健康づくりの推進に関する条例案 可 決

（知事提出）
議第145号～
議第148号

平成25年度滋賀県一般会計および各特別会計歳入歳出決
算の認定を求めることについて　ほか３件 認 定

議第163号 滋賀県病院事業資本剰余金の処分につき議決を求めること
について 可 決

議第166号～
議第167号 平成26年度滋賀県一般会計補正予算（第2号）　ほか１件 可 決

議第168号～
議第178号 滋賀県地域医療介護総合確保基金条例案　ほか10件 可 決

議第179号～
議第186号

契約の締結につき議決を求めることについて（琵琶湖流域
下水道湖西浄化センター電気設備改築更新工事）　ほか７件 可 決

議第187号～
議第189号 平成26年度滋賀県一般会計補正予算（第3号）　ほか２件 可 決

議第190号～
議第194号

滋賀県職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条
例案　ほか４件 可 決

11 月定例会議で採択した請願
● 農林漁業用軽油にかかる軽油引取税の免税措置に関する意見書の提出を求めることについて
●米価下落等に関する意見書の提出を求めることについて
●農業協同組合の自己改革に関する意見書の提出を求めることについて

的
に
推
進
し
、
災
害
に
強
い
森
林
づ
く

り
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

耕
作
放
棄
水
田
の
増
加
へ
の
対
策
に

つ
い
て
は
、
集
落
の
農
地
は
集
落
み
ん

な
で
守
る
と
い
う
「
集
落
営
農
」
の
育

成
や
、「
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
交

付
金
」
に
よ
る
農
業
生
産
活
動
の
継
続

を
支
援
し
、
耕
作
放
棄
地
の
発
生
を
防

止
し
て
い
ま
す
。

農
地
集
積

問　

国
は
、
農※
１

地
中
間
管
理
事
業
を

推
進
す
る
た
め
、
機
構
集
積
協
力

金
を
措
置
し
、
担
い
手
へ
の
農
地
集
積

を
図
る
地
域
や
農
地
の
出
し
手
に
対
す

る
支
援
策
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

　
本
県
で
は
、
９
月
末
の
機
構
集
積
協

力
金
の
交
付
見
込
額
は
11
億
３
千
４
百

万
円
と
な
り
、
国
か
ら
の
予
算
配
分
額

４
億
２
千
９
百
万
円
を
大
幅
に
超
過
す

る
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
未
だ
国
か
ら
は
予
算
確
保
に
対
す
る

説
明
は
な
く
、
機
構
集
積
協
力
金
が
交

付
さ
れ
な
け
れ
ば
農
地
集
積
に
対
す
る

農
業
者
の
信
頼
は
失
墜
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
す
が
、
今
後
、
県
と
し
て
ど
の

よ
う
な
対
策
を
講
じ
る
の
か
伺
い
ま
す
。

答　

去
る
11
月
７
日
、
農
林
水
産
省

や
国
会
を
訪
問
し
、
本
県
の
状
況

を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
十
分
な
予
算

措
置
を
緊
急
要
望
し
、
11
月
20
日
の
政

策
提
案
に
お
い
て
も
、
再
度
、
同
様
の

要
望
を
行
い
ま
し
た
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
国
の
補
正
予
算
に

よ
る
追
加
配
分
は
不
明
で
あ
る
た
め
、

今
年
度
は
個
人
に
交
付
さ
れ
る
協
力
金

を
優
先
配
分
す
る
考
え
を
市
町
へ
連
絡

し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
事
態
と
状

況
は
、
本
県
の
農
業
に
と
っ
て
死
活
に

関
わ
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
今
年
度
の

協
力
金
に
つ
い
て
早
急
か
つ
絶
対
に
確

保
す
る
た
め
、
引
き
続
き
関
係
者
と
と

も
に
国
へ
の
働
き
か
け
を
行
い
ま
す
。

中
小
企
業
対
策

問　

デ
フ
レ
経
済
か
ら
の
脱
却
を
目

指
し
た
政
府
の
経
済
対
策
に
よ
り

景
気
は
回
復
基
調
に
あ
る
も
の
の
、
中

小
企
業
や
小
規
模
事
業
者
の
先
行
き
に

明
る
さ
が
な
け
れ
ば
、
景
気
回
復
の
力

強
さ
は
戻
っ
て
き
ま
せ
ん
。

　
急
速
な
円
安
に
よ
る
輸
入
価
格
の
高

騰
な
ど
、
中
小
企
業
は
厳
し
い
状
況
に

お
か
れ
て
い
ま
す
が
、
本
県
の
現
状
を

ど
の
よ
う
に
感
じ
、
来
年
度
、
具
体
的

な
支
援
策
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま
れ

る
の
か
伺
い
ま
す
。

答　

円
安
に
よ
る
仕
入
価
格
の
上
昇

や
消
費
増
税
前
の
駆
け
込
み
需
要

か
ら
の
反
動
減
な
ど
に
よ
り
、
ま
だ
ま

だ
地
域
の
中
小
・
小
規
模
事
業
者
に

と
っ
て
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。

　

商
工
会
等
に
よ
る
経
営
指
導
な
ど
営

業
・
販
売
力
の
強
化
や
小
規
模
事
業
者

の
従
業
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め
の

研
修
な
ど
、
人
材
確
保
・
育
成
支
援
に

つ
い
て
一
層
力
を
入
れ
る
と
と
も
に
、

今
年
度
か
ら
実
施
し
た
「
滋
賀
の
〝
ち

い
さ
な
企
業
〞
応
援
月
間
」
を
は
じ
め
、

小
規
模
事
業
者
に
焦
点
を
当
て
た
支
援

施
策
の
充
実
を
現
在
検
討
し
て
い
ま
す
。

高
校
再
編

問　

魅
力
と
活
力
あ
る
県
立
高
等
学

校
づ
く
り
を
目
指
し
た
「
滋
賀
県

立
高
等
学
校
再
編
計
画
」
が
策
定
さ
れ

て
か
ら
、
ほ
ぼ
２
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
平
成
28
年
度
に
設
置
予
定

の
彦
根
、
長
浜
に
お
け
る
統
合
新
校
に

つ
い
て
は
、
中
学
生
や
そ
の
保
護
者
か

ら
、
統
合
の
対
象
と
な
る
高
校
の
学
校

説
明
会
や
体
験
入
学
等
で
説
明
を
受
け

て
も
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
て
な

い
こ
と
や
、
入
学
し
て
み
な
い
と
分
か

ら
な
い
こ
と
へ
の
不
安
が
あ
る
と
聞
き

及
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
不
安
に

対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か

伺
い
ま
す
。

答　

現
在
の
中
学
３
年
生
や
保
護
者

か
ら
の
質
問
に
対
し
て
は
、
中
学

校
の
進
路
担
当
者
会
や
説
明
会
、
一
日

体
験
入
学
や
学
校
説
明
会
な
ど
で
説
明

し
て
き
て
お
り
、
部
活
動
の
活
動
場
所

や
学
校
行
事
の
内
容
等
の
詳
細
に
つ
い

て
は
来
年
度
の
早
い
時
期
に
決
定
す
る

こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
予
定
に
つ
い
て

も
お
知
ら
せ
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

統
合
新
校
の
一
期
生
と
な
る
現
在
の

中
学
２
年
生
に
は
、
新
校
の
教
育
課
程

の
概
要
や
部
活
動
、
主
な
行
事
予
定
な

ど
を
掲
載
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
今
年

度
中
に
全
員
に
配
布
す
る
と
と
も
に
、

新
校
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
て
随

時
情
報
を
提
供
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

会 派 別 議 員 数
（平成26年12月24日現在）

自由民主党滋賀県議会議員団 ………… 21人
チームしが 県議団  …………………… 17人
自民党　颯新の会 ……………………… 5人
公明党……………………………………  2人
無所属…………………………………… 2人
定数47人 …………………………現員47人

傍聴の御案内
　本会議や委員会はいつでも傍聴す
ることができます。ただし、傍聴席
には限りがありますので、団体で傍
聴される場合は、あらかじめ御連絡
ください。また、車椅子用の傍聴ス
ペースは２席分あります。詳細につ
いてはお問い合わせください。

　条例では、基本理念のほか、県の責務や県民、歯科医療等関係者、事業者等の役割を定めています。
（県民の役割）
・ 歯および口腔

くう
の健康づくりに関する知識および理解を深め、生涯にわたり日常生活において自

ら歯科疾患等の予防に向けた取組を主体的に行うよう努めること
・ 定期的に歯科検診を受け、および必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯および口
腔
くう
の健康づくりに努めること

・ 父母その他の保護者は、子どもの歯および口腔
くう
の健康状態に注意し、当該子どもの歯科疾患等

の予防ならびに早期発見および早期治療の促進その他歯および口腔
くう
の健康づくりに努めること

　また、県が取り組む施策を定めています。
（県が取り組む施策のうち主なもの）
○ 定期歯科検診の受診等の促進
○ 配慮を必要とする障害者等の歯科保健サービス等の機会の確保等
○ 介護を必要とする高齢者等の歯科保健サービス等の機会の確保等
○ 在宅歯科保健サービス等　　　○ 学校等における歯科疾患等の予防の推進
○ 医科歯科連携の体制の構築
　さらに、歯および口腔

くう
の健康について、県民の関心および理解を深め、主体的な取組を行う意欲を

高めるため、毎年11月８日から同月14日までの１週間を「滋賀県歯および口腔
くう
の健康づくり週間」

とするとともに、歯および口腔
くう
の健康づくりの効果的な推進について必要な協議を行うため、県、市町、

歯科医療等関係者、保健医療等関係者等による「歯および口腔
くう
の健康づくり推進協議会」を設置でき

ることになっています。

平成25年台風18号による山腹崩壊の復旧

滋賀の“ちいさな企業”元気フォーラム

復旧前復旧後


